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第１章  総   則 

 

第１条（適用範囲） 

この規程は、就業規則に基づき、常勤勤務者の賃金および賞与について定めたものである。 

２．常勤勤務者以外の雇用区分の者に対しては、本規程を適用しない。 

 

第２条（賃金の構成） 

 賃金の構成は、次のとおりとする。 

①基本給 

②事務局長手当 

 

第３条（締め日支払日） 

給与は毎月２０日に締め、当月２５日に支払う。 

 

第４条（賃金の支払いと控除） 

 賃金は、常勤勤務者に対し、振込、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるも

のは、賃金から控除するものとする。 

① 源泉所得税 

② 健康保険（介護保険を含む。）及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分 

③ 雇用保険の保険料の被保険者負担分 

２．賃金は、本人の同意を得た場合は、希望する銀行口座へ振り込むこととする。 

 

第５条（年次有給休暇の賃金） 

 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。 

 

第２章  基 本 給 

第６条（基本給） 

１２，０００円/日額 ×１２日分として 計１４４，０００円/月を支給する。 

 但し、代表理事が認めた特定の業務については別途定めるものとする。 

２．常勤の学芸員の基本給は勤務日数により下記のとおり支給する。 

 月２０日勤務の場合 １２，０００円／日額×２０日分として計２４０，０００円／月を

支給する。 

 月１６日勤務の場合 １２，０００円／日額×１６日分として計１９２，０００円／月を

支給する。 
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 月１２日勤務の場合 １２，０００円／日額×１２日分として計１４４，０００円／月を

支給する。 

 

第７条(事務局長手当) 

事務局長の任にある者に １０，０００円/月を支給する。 

 

第８条 （昇 給） 

昇給は、原則としてしない。ただし、最低賃金の改定によって変更することがある。 

 

第９条 （通勤手当） 

通勤手当は、実費を支給する。 

 

第２章  基 本 給 

第１０条（賞与） 

 賞与は、法人の業績と所員の勤務成績を考慮し、年 1 回支給する。但し、法人の業績や所

員の勤務成績により支給しないこともある。 

２．賞与を支給する場合は、支給額は所員の勤務成績等を考慮して、個別に決定する。 

３．前項の賞与対象者は対象期間に在籍し、かつ支給日に在籍している者とする。対象期間

の途中で採用された者については調整を行う。 

４．賞与の支給月、支給対象期間は次のとおりとする。ただし、支給月は変更することがあ

る。支給日はその都度法人が指定する。 

支給月  １２月  

支給対象期間  前年１０月１日～当年９月末日 

５． 支給対象期間に休職、欠勤等の不就労期間があった場合は調整する。 

 

附 則 

 

この規程は２０２０年９月２５日より施行する。 

２０２３年３月１６日改定 

 

 

 

 

 


